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実質公債比率の推移
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◎指標の推移は、次のとおりです

町からのお知らせ

健全化判断比率(4つの指標)は、次のとおりです

愛南町 実質赤字比率（％） 連結実質赤字比率（％） 実質公債費比率（％） 将来負担比率（％）

平成26年度決算 － －   9.5 15.3

平成25年度決算 － － 11.0 22.9

平成24年度決算 － － 12.1 34.1

早期健全化基準 13.25 18.25 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0 

　愛南町の指標の数値が、早期健全化基準や財政再生基準を1つでも上回れば、財政健全化計画の策定が義
務付けられたり、地方債の起債が制限されたりするようになります。

　町の財政状況は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、次の財政指標で判断さ

れることとなっています。この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度

を設け、早期の段階で財政の規律強化を図ることを目的としており、今までの普通会計のみな

らず、特別会計や一部事務組合、第三セクターなども対象としています。

◎４つの指標の内容は、次のとおりです

実 質 赤 字 比 率

実質収支（赤字の場合）の標準財政規模に対する割合で、黒字であれば実質赤字比率はな
しと考えます。
※実質収支とは、歳入と歳出の差引額から翌年度に繰り越すべき財源（繰越明許費等）を
控除したものです。

連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率をいいま
す。

実 質 公 債 費 比 率

一般会計等が負担する地方債の元利償還金に加え、特別会計や一部事務組合などへの公
債費のための繰出金・補助金等（準元利償還金）も含めた実質的な公債費の標準財政規模
（元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を除く。）に対する比率（3か年平均）をいいま
す。

将 来 負 担 比 率
地方債現在高や退職手当の負担見込額、第三セクター等に対する債務負担見込額など、
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模（元利償還金等に係る基準財
政需要額算入額を除く。）に対する比率をいいます。

※標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源の総額(規模)です。
　なお、愛南町における平成26年度の標準財政規模（臨時財政対策債を含む。）は、105億75万4千円です。

愛南町の平成26年度決算に基づく健全化判断比率等を公表します
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◎各指標の対象となる会計等の範囲は、次のとおりです
健全化判断比率

一般会計 普通会計

特別会計 公営事業会計

一部事務組合・広域連合

地方公社・第三セクター

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

◎基準を超えた場合に義務付けられる内容は、次のようなものがあります
　各基準を1つでも超えると次のような義務が課せられます。

健全段階 早期健全化段階 財政再生段階

◎指標整備と情報開示の徹底

４つの指標について、監査委

員の審査に付し意見を付けて

議会に報告し公表

◎自主的な改善努力による財政健全化

・財政健全化計画の策定(議会の議

決)、外部監査の要求の義務付け

・計画の実施状況を毎年度議会に報

告し公表

・早期健全化が著しく困難と認めら

れるときは、総務大臣又は知事が必

要な勧告

◎国等の関与による確実な再生

 

・財政再生計画の策定(議会の議決)、

外部監査の要求の義務付け

・災害復旧事業等を除き、地方債の

起債を制限

・財政運営が計画に適合しないと認

められる場合等においては、予算の

変更等を勧告

健全財政 財政悪化

◎資金不足比率の内容は、次のとおりです

資金不足比率 公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率をいいます。

※資金の不足額：流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高－流動資産
※事業規模：営業収益の額－受託工事収益の額

資金不足比率（公営企業における指標）は、次のとおりです

特別会計の名称 資金不足比率(%) 経営健全化基準(%) ※資金不足比率が経営健全
化基準を超えた場合は、健
全化判断比率が早期健全化
基準を超えた場合に準じた
対応が求められます。

上水道事業会計 －

20.0

病院事業会計 －

簡易水道特別会計 －

小規模下水道特別会計 －

浄化槽整備事業特別会計 －

旅客船特別会計 －
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商談の様子

愛
大
医
学
生
、愛
南
の
地
域
医
療
に
つ
い
て
学
ぶ

■
保
健
福
祉
課
か
ら

体
力
・
運
動
能
力
調
査
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

■
生
涯
学
習
課
か
ら

愛
南
漁
協
、シ
ー
フ
ー
ド
シ
ョ
ー
で

　
　
　
　
本
町
の
水
産
物
を
全
国
に
Ｐ
Ｒ

■
水
産
課
か
ら

愛南漁協ブース

町
　
か
　
ら
　
の
　
お
　
知
　
ら
　
せ

　
愛
南
町
に
お
け
る
地
域
医
療
や
予

防
医
学
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
た

め
、
愛
媛
大
学
医
学
部
の
医
学
科
や

看
護
学
科
の
学
生
を
対
象
に
「
愛
南

町
の
医
療
に
ふ
れ
る
会
」
を
開
催
し

ま
し
た
。

　
会
で
は
、
清
水
雅ま

さ

文ふ
み

町
長
が
愛
南

町
の
豊
か
な
風
土
を
紹
介
し
た
ほ
か
、

愛
媛
大
学
医
学
部
地
域
医
療
支
援
セ

ン
タ
ー
の
高
橋
敏と

し

明あ
き

准
教
授
が
地
域

医
療
の
現
状
を
説
明
し
ま
し
た
。
ま

た
、
県
立
南
宇
和
病
院
の
鶴
岡
高た

か

志し

院
長
や
御
荘
病
院
の
長
野
敏と

し

宏ひ
ろ

院
長

ほ
か
３
名
の
先
生
方
が
、そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
本
町
の
地
域
医
療
の
現
状
と

課
題
に
つ
い
て
講
演
し
ま
し
た
。

　
会
終
了
後
に
は
、
県
立
南
宇
和
病

院
や
医
師
会
の
先
生
方
と
の
懇
親
会

も
開
か
れ
、
学
生
は
地
域
医
療
に
携

わ
る
医
師
や
看
護
師
か
ら
生
の
声
を

聞
き
、
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　
将
来
の
医
療
を
担
う
学
生
た
ち
が

愛
南
町
で
過
ご
し
た
時
間
は
、
地
域
医

療
に
つ
い
て
考
え
る
意
義
深
い
時
間
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

   8/
   18、19

日
時
　
10
月
21
日（
水
） 

18
時
30
分
〜

場
所
　
御
荘
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

体
育
館

対
象
者
　
20
〜
64
歳
ま
で
の
男
女

種
目  

握
力
、
反
復
横
と
び
、
20
ｍ

シ
ャ
ト
ル
ラ
ン（
往
復
持
久
走
）な
ど

問
合
せ

　
生
涯
学
習
課 

℡
７
３
―

１
１
１
２

　
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で
開
催
さ
れ

た
「
ジ
ャ
パ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
シ
ー
フ
ー
ド
シ
ョ
ー
」
に
愛

南
漁
協
が
出
展
し
、
町
内
で
生
産
さ

れ
る
水
産
物
を
出
品
し
ま
し
た
。

　
期
間
中
は
、
愛
媛
県
か
ら
「
水
産

王
国
愛
媛
」
と
し
て
提
供
さ
れ
た

ブ
ー
ス
で
、
県
内
23
の
水
産
業
者
が

会
場
を
訪
れ
た
流
通
業
や
飲
食
店
、

量
販
店
な
ど
の
バ
イ
ヤ
ー
に
商
品
の

説
明
や
試
食
を
行
い
な
が
ら
商
談
を

展
開
し
ま
し
た
。

　
愛
南
漁
協
は
、
養
殖
マ
ダ
イ
・
ブ

リ
、
ヒ
オ
ウ
ギ
貝
、
イ
ワ
ガ
キ
、
ヒ
ジ

キ
、
ア
コ
ヤ
貝
柱
、
イ
サ
キ
、
鍋
用

に
加
工
し
た
ク
エ
、さ
ら
に
は
、新
養

殖
魚
の
ス
マ
と
サ
ツ
キ
マ
ス
（
ア
マ

ゴ
）
を
出
品
し
ま
し
た
。
バ
イ
ヤ
ー

と
の
商
談
で
は
、
新
養
殖
魚
の
ス
マ

へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
ほ
か
、
全
国

的
に
生
産
量
が
少
な
く
需
要
が
あ
る

ヒ
オ
ウ
ギ
貝
や
イ
ワ
ガ
キ
、
お
歳
暮

商
材
と
し
て
需
要
が
見
込
め
る
加
工

品
の
ク
エ
な
ど
が
、
具
体
的
な
話
に

繋
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
今
回
の
出
展
で
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
調
査
も

兼
ね
て
町
職

員
２
名
も
同

行
し
ま
し
た
。

早
速
注
文
を

い
た
だ
い
て

い
る
も
の
も

あ
り
、
今
後

の
販
促
が
期

待
で
き
そ
う

で
す
。

   8/
   19～21
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
通
知
カ
ー
ド
）を
お
届
け
し
ま
す

■
町
民
課
か
ら

通知カード（表） イメージ

個人番号カード（裏） イメージ

個人番号カード（表） イメージ

　
愛
南
町
の
全
町
民
を
対
象

に
、
各
個
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
記
載
し
た「
通
知
カ
ー
ド
」を

簡
易
書
留
郵
便
に
よ
り
世
帯
単

位
で
郵
送
し
ま
す
。

※
平
成
27
年
11
月
配
達
予
定
で

す
。

１
．「
通
知
カ
ー
ド
」
が
届
い
た
ら

  

カ
ー
ド
を
大
切
に
保
管
す
る

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
生
涯
変
わ
り

ま
せ
ん
。
通
知
カ
ー
ド
を
紛
失
し
な

い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
（
再
交

付
の
際
は
有
料
に
な
り
ま
す
。）。

 
各
種
手
続
き
の
際
に
利
用

　
社
会
保
障
、
税
の
手
続
き
の
ほ

か
、
転
居
や
婚
姻
な
ど
、
カ
ー
ド
の

記
載
内
容
が
変
更
に
な
る
と
き
に
も

カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

 

勤
務
先
へ
の
提
示

　
会
社
が
税
や
社
会
保
障
関
係
の
手

続
き
を
す
る
と
き
、
従
業
員
や
そ
の

家
族
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

 

知
ら
な
い
人
に
教
え
な
い

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
利
用
さ

れ
な
い
た
め
、
慎
重
に
取
り
扱
っ
て

く
だ
さ
い
。

２
．
申
請
す
れ
ば
「
個
人
番
号

カ
ー
ド
」
が
交
付
さ
れ
ま
す

 

（
平
成
28
年
1
月
か
ら
）

　
送
付
さ
れ
た
「
通
知
カ
ー
ド
」
の

封
筒
に
は
、
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

の
申
請
書
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交
付
を
希

望
す
る
方
は
、
こ
の
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
顔
写
真
を
貼
っ
て

送
付
用
封
筒
で
郵
送
す
る
と
、
無
料

(

再
交
付
の
際
は
有
料)

で
交
付
を
受

け
ら
れ
ま
す
。
身
分
証
明
書
と
し
て

使
用
で
き
る
な
ど
、
様
々
な
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
詳
し
く
は

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

０
５
７
０
―

２
０
―

０
１
７
８
ま
で

問
合
せ 

　
町
民
課 

℡
７
２
―

７
３
０
０
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「
あ
い
な
ん
〝
活
き
生
き
〞

推
進
大
会
」
を
開
催
し
ま
す

■
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

■
財
産
管
理
課
か
ら

島田洋七さん

　
高
齢
化
が
急
速
に
進
む
中
、
独
居

や
高
齢
者
の
み
の
世
帯
が
増
加
し
、

家
庭
内
の
支
え
合
い
や
助
け
合
い
の

力
が
弱
ま
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
愛

南
町
で
は
、
地
域
全
体
で
支
え
合
う

仕
組
み
づ
く
り
を
共
に
考
え
て
い
こ

う
と
、
「
あ
い
な
ん
〝
活
き
生
き
〞

推
進
大
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
佐
賀
の
が
ば

い
ば
あ
ち
ゃ
ん
』
の
著
者
・
島
田
洋

七
さ
ん
が
「
笑
顔
で
い
き
ん
し
ゃ

い
！
」
と
題
し
た
講
演
を
行
う
ほ

か
、
「
ひ
ま
わ
り
一
座
」
に
よ
る
啓

発
劇
や
介
護
予
防
に
関
す
る
各
種
パ

ビ
リ
オ
ン
を
設
置
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

来
場
く
だ
さ
い
。

日
時
　
10
月
18
日(

日)

　
　
　
12
時
30
分
〜
16
時
10
分

場
所
　
御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー

種別 住宅名称及び所在地
構造
年月日

間取り 月額家賃 駐車場
地デジ
受信

公
　
営
　
住
　
宅

中原住宅（2階4号室）
城辺甲78番地 

RC造3階建
昭和46年

3DK
41.80㎡

7,800円～
11,700円

有 ◯

三島団地2号棟（2階2号室）
城辺乙669番地

RC造3階建
昭和49年

3DK
53.70㎡

8,200円～
12,200円

有 ◯

三島団地4号棟（1階3号室） 
城辺乙669番地

RC造3階建
昭和50年

3DK
59.30㎡

9,200円～
13,700円

有 ◯

八幡野団地Ａ－1棟（4階16号室）
御荘平城1448番地

RC造4階建
昭和50年

3DK
49.20㎡

8,800円～
13,100円

有 ◯

猪ノ尻西団地Ａ－1棟（1階3号室）
御荘平城2404番地

RC造3階建
昭和52年

3DK
53.70㎡

10,800円～
16,200円

有 ◯

中浦団地（1階1号室）（1階7号室）
中浦1677番地1

RC造3階建
昭和53年

3DK
56.30㎡

9,100円～
13,600円

有 ◯

上満倉住宅（1号室）
満倉1167番地2

木造2階建
平成6年

3DK
79.90㎡

15,100円～
22,600円

有 ※

須ノ川A団地（2号室） 
須ノ川351番地5

木造2階建
平成4年

3DK
77.75㎡

15,400円～
23,000円

有 ※

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

中串住宅（1号室）  
増田5027番地1

木造2階建
平成5年

3DK
94.31㎡

35,000円 有 ※

脇田団地Ａ棟（1階3号室）
柏369番地

RC造3階建
平成8年

3LDK
89.05㎡

38,000円 有 ※

脇田団地A棟（1階4号室） 
柏369番地

RC造3階建
平成8年

3LDK
88.93㎡

38,000円 有 ※

※テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。
・単身者でも申込みできる場合もありますが、世帯を有している方を優先します。
・入居には連帯保証人が2名必要で、敷金は月額家賃の3か月分、共益費は別途必要です。なお、
入居まで多少時間のかかる住宅もあります。

　
現
在
、
空
室
と
な
っ
て
い
る
町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

公
募
住
宅
の
概
要（
左
表
の
と
お
り
）

申
込
受
付
期
間

　
10
月
13
日（
火
）〜
22
日（
木
）

入
居
者
資
格
　
（
次
の
条
件
を
す
べ

て
満
た
し
て
い
る
方
）

①
住
宅
に
お
困
り
で
、
町
内
に
居
住

を
希
望
す
る
方

※
持
ち
家
の
あ
る
方
は
原
則
と
し
て

申
込
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
別

な
事
情
が
あ
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
、
公
営
住
宅
に
住
ん

で
い
る
方
は
公
営
住
宅
へ
の
入
居
資

格
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

③
暴
力
団
員
で
な
い
方

※
こ
こ
で
い
う
暴
力
団
員
と
は「
暴
力

団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
」第
２
条
第
６
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
い
ま
す
。

④
収
入
基
準（
月
額
所
得
）

【
公
営
住
宅
】
15
万
８
千
円
以
下
の
方

【
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
】

　
15
万
８
千
円
以
上

　
　
　
　
〜
60
万
１
千
円
以
下
の
方

申
込
み

　
団
地
（
住
宅
）
ご
と
で
の
申
込
み
と

な
り
、
財
産
管
理
課
又
は
各
支
所
で

入
居
の
申
込
手
続
き
が
行
え
ま
す
。

問
合
せ

　
財
産
管
理
課 

℡
７
２
―

７
３
１
０

問
合
せ

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

℡
７
２
―

７
３
２
５
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指
定
管
理
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

■
総
務
課
か
ら

予
防
接
種
で
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
対
策
を

■
保
健
福
祉
課
か
ら

　
こ
れ
か
ら
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
流
行
時
期
で
す
。
感
染
予
防

に
は
、

①
人
ご
み
に
近
づ
か
な
い

②
手
洗
い

③
う
が
い

④
マ
ス
ク
の
着
用

　
な
ど
を
普
段
か
ら
心
が
け
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
ま
た
、
予
防
接
種
が
有
効
で
す
。

接
種
後
、
ワ
ク
チ
ン
の
免
疫
が
で
き

る
ま
で
に
は
２
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま

す
の
で
、
早
め
の
接
種
を
し
ま
し
ょ

う
。

【
愛
南
町
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
事
業
】

 

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
事
業　

対
象
者

・
65
歳
以
上
の
方

・
60
〜
64
歳
ま
で
で
、
病
気
に
よ
り

身
の
周
り
の
生
活
が
極
度
に
制
限
さ

れ
る
方
（
病
気
等
を
証
明
す
る
障
害

者
手
帳
や
主
治
医
の
指
示
書
が
必
要

で
す
。）

接
種
期
間
　

　
10
月
15
日（
木
）〜
12
月
31
日（
木
）

接
種
料
金
　
無
料
（
た
だ
し
、
事
前

に
申
込
み
が
必
要
で
す
。）

 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
費
用
補
助
事
業　

対
象
者

　
愛
南
町
に
住
所
の
あ
る
生
後
６
か

月
以
上
64
歳
以
下
の
方

補
助
額

　
接
種
料
金
実
費
負
担
額
の
う
ち
上

限
１
，０
０
０
円
を
補
助

申
請
方
法

　
必
要
書
類
を
そ
ろ
え
て
城
辺
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
各
支
所
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
必
要
書
類

・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助

金
交
付
申
請
書
兼
請
求
書
（
申
請

窓
口
に
あ
り
ま
す
。）

・
医
療
機
関
が
発
行
し
た
領
収
書

（
接
種
者
氏
名
・
接
種
日
・
予
防

接
種
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
）

・
印
鑑

・
振
込
口
座
の
わ
か
る
通
帳
な
ど

申
請
期
限

　
予
防
接
種
を
受
け
た
日
か
ら
１
年

以
内

問
合
せ

　
保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２

　
愛
南
町
で
は
、
平
成
28
年
３
月
末
を
も
っ
て
指
定
管
理
期
間
が
満
了
と
な

る
次
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
み
し
ょ
う
Ｍ
Ｉ
Ｃ

　（
御
荘
平
城
４
２
９
６
番
地
１
）

■
旅
客
船
及
び
観
光
案
内
待
合
所

　（
船
越
１
５
９
９
番
地
）

募
集
締
切
日
　
10
月
20
日
（
火
）

　
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
団

体
に
限
ら
れ
ま
す
。
申
請
様
式
等

は
、
愛
南
町
役
場
総
務
課
又
は
商
工

観
光
課
で
配
付
し
ま
す(

町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で

き
ま
す
。)

。

申
請
書
の
提
出
先
　
総
務
課
又
は
商

工
観
光
課

指
定
管
理
者
の
決
定
　
指
定
管
理
者

は
、
愛
南
町
指
定
管
理
者
選
定
委
員

会
で
選
定
基
準
に
基
づ
き
総
合
的
に

判
断
し
た
う
え
で
候
補
者
の
選
定
を

行
い
、
議
会
の
議
決
を
経
て
決
定
さ

れ
ま
す
。

問
合
せ  

　
総
務
課 

℡
７
２
―

１
２
１
１

　
商
工
観
光
課 

℡
７
２
―

７
３
１
５
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医療費助成制度についてお知らせします
■町民課から

行
政
相
談
週
間
と
特
設
行
政
相
談
所
の

開
設
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

■
総
務
課
か
ら

問合せ　町民課 ℡７２ ―７３００

重度心身障害者医療費助成制度 ひとり親家庭医療費助成制度

内容
重度心身障害の方が医療機関で受診し
た場合に医療費の一部を助成する制度
です。

ひとり親家庭の方が医療機関で受診し
た場合に医療費の一部を助成する制度
です。

対象

①身体障害者手帳1級・2級の交付を受
けている方
②療育手帳A判定の交付を受けている
方
③身体障害者手帳3級～6級に該当し、
療育手帳B（医）判定の交付を受けて
いる方

①ひとり親家庭の親及び20歳未満の子
②ひとり親家庭の20歳以上の子で大学
等に在学中の方
③準ひとり親家庭（祖母と孫、祖父と
孫、姉と弟妹、兄と弟妹）
　①～③の対象のうち子どもの生計を
維持していること、親等に所得税が課
税されていないことが条件です。

申請に必要
なもの

健康保険証、印鑑、身体障害者手帳又
は療育手帳

健康保険証、印鑑、転入の場合は前住
所地の所得課税証明書、子が20歳以上
の場合は在学証明書、戸籍謄本等（ひ
とり親であることが確認できるもの）
（前年度非該当の方で、年度が変わり
扶養や収入等の増減により所得税が非
課税になった場合は、新たに申請が必
要です。）

病院にかか
るとき

医療機関窓口に健康保険証と重度心身
障害者医療費受給者証を提示してくだ
さい。

医療機関窓口に健康保険証とひとり親
家庭医療費受給者証を提示してくださ
い。

愛媛県外の病院にかかるときは、一旦窓口で医療費を支払い、後日役場の担
当窓口で償還払いの申請をしてください。申請期限は診療の翌月から起算し
て6か月以内です。

届出が必要
なとき

・住所や氏名が変わったとき
・障害認定等級の変更があったとき
・更新手続きのとき　など

・住所や氏名が変わったとき
・子どもが20歳に達したとき
・更新手続きのとき　など

注意事項

ほかの公的医療制度(特定疾患、自立
支援医療など、国や県の制度)の資格
をお持ちの場合はそちらが優先されま
すので、医療機関窓口では「健康保険
証、重度心身障害者受給者証」のほ
か、ご自身がお持ちの受給者証も必ず
提示してください。

所得税は当分の間、年少扶養控除等廃
止前の規定を適用する経過措置を設け
ています。所得税の判定は控除廃止前
の規定によって再計算するため、源泉
徴収票等で課税状態である方も該当す
る場合がありますので、お気軽にご相
談ください。

　
総
務
省
で
は
、
行
政
相
談
制
度
を

広
く
知
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
利
用

を
促
進
す
る
た
め
、
10
月
19
日
（
月
）

か
ら
25
日
（
日
）
ま
で
の
一
週
間
を

「
行
政
相
談
週
間
」
と
定
め
、
全
国

的
に
各
種
行
事
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

　
本
町
で
も
、
総
務
省
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
行
政
相
談
委
員
と
愛
媛
行
政
評

価
事
務
所
の
担
当
者
が
次
の
日
程
で

特
設
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
　
10
月
14
日（
水
） 

13
時
〜
15
時

場
所
　
城
の
辺
学
習
館

相
談
例
　
年
金
、
医
療
保
険
、
社
会

福
祉
、
生
活
衛
生
、
雇
用
・
労
災
保

険
、
登
記
、
交
通
安
全
な
ど

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

【
愛
南
町
の
行
政
相
談
委
員
】

　
木
谷
貞さ

だ

捷か
つ

氏（
柏
）

　
坂
尾
英え

い

治じ

氏（
御
荘
和
口
）

　
黒
澤
民た

み

彦ひ
こ

氏（
城
辺
甲
）

　
宮
下
建た

て

夫お

氏（
小
山
）

　
山
岡
島し

ま

子こ

氏（
船
越
）

問
合
せ

　

　
総
務
課 

℡
７
２
―

１
２
１
１
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柏坂へんろ道

癒
し
の
里 

四
国
の
道
を
歩
こ
う

「
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
・
ザ
・
空
海 

あ
い
な
ん
」
の

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

■
内
海
公
民
館
か
ら

被
用
者
年
金
一
元
化
法
が
施
行
さ
れ
ま
す

■
町
民
課
か
ら

◆
松
尾
坂
へ
ん
ろ
道
コ
ー
ス

（
宿
毛
市
野
球
場
〜

観
自
在
寺 

ほ
か
２
コ
ー
ス
）

　
11
月
14
日
（
土
） 

８
時
30
分
〜
（
御

荘
文
化
セ
ン
タ
ー
で
総
合
開
会
式
を

行
い
ま
す
。）

※
今
回
か
ら
ゴ
ー
ル
が
観
自
在
寺
に

変
更
に
な
り
ま
す
。

◆
柏
坂
へ
ん
ろ
道
コ
ー
ス

（
愛
南
町
柏
〜

宇
和
島
市
津
島
町
畑
地
「
風
園
」）

　
11
月
15
日
（
日
） 

８
時
20
分
〜

（
DE
・
あ
・
い
・
21
で
開
会
式
を
行

い
ま
す
。）

※
今
回
か
ら
句
会
ラ
イ
ブ
の
会
場
が

DE
・
あ
・
い
・
21
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

  

税
務
課
等
か
ら

10
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

町

県

民

税

3期分/

4期分

国

民

健

康

保

険

税

5期分/

10期分

介

護

保

険

料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

4期分/

9期分

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

　
町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、
ま
ず

督
促
状
に
よ
っ
て
納
税
を
促
し
て
い
ま

す
。
町
税
を
滞
納
さ
れ
ま
す
と
、
本
来
、
納
め

る
べ
き
税
額
の
ほ
か
に
延
滞
金
が
か
か
り
ま

す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益
費
、
駐

車
場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当
月
分
が
月
末

に
振
替
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
・
簡
易
水
道
使
用
料
の

振
替
日
は
毎
月
21
日
、
再
振
替
日
は
翌

月
の
10
日
で
す
。

※
該
当
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
と
な
り
ま

す
。

　
平
成
24
年
８
月
に
成
立
し
た
「
被

用
者
年
金
一
元
化
法
」
に
よ
り
平
成

27
年
10
月
１
日
か
ら
、
こ
れ
ま
で
厚

生
年
金
と
３
つ
の
共
済
年
金
（
国
家

公
務
員
共
済
組
合
、
地
方
公
務
員
共

済
組
合
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
）

に
分
か
れ
て
い
た
被
用
者
年
金
制
度

（
民
間
企
業
や
官
公
庁
等
に
雇
用
さ

れ
て
い
る
人
が
加
入
す
る
年
金
）
が

厚
生
年
金
制
度
に
統
一
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
27
年
10
月
以
降
、
厚
生
年
金

の
決
定
・
支
払
い
は
、従
来
ど
お
り
、

厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
分
は
日
本

年
金
機
構
、
共
済
組
合
等
加
入
期
間

分
に
つ
い
て
は
各
共
済
組
合
等
で
行

い
ま
す
。
平
成
27
年
10
月
以
降
に
受

給
権
が
発
生
し
た
厚
生
年
金
に
関
す

る
届
書
等
は
、日
本
年
金
機
構
（
年
金

事
務
所
）
又
は
各
共
済
組
合
等
の
ど

の
窓
口
で
も
受
付
し
ま
す
（
障
害
給

付
の
届
書
等
の
一
部
を
除
く
。）。

主
な
変
更
事
項

◆
年
金
事
務
所
で
の
年
金
相
談

・
共
済
組
合
等
が
支
払
っ
た
年
金
額

等
、
共
済
組
合
等
の
被
保
険
者
記
録

や
受
給
資
格
の
有
無
に
関
す
る
照
会

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◆
届
書
等
の
受
付

・
「
年
金
加
入
期
間
確
認
通
知
書
」

や
「
年
金
証
書
」
等
、
原
則
と
し
て

添
付
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

◆
年
金
の
決
定
・
支
払
い

・
老
齢
厚
生
年
金
及
び
遺
族
厚
生
年

金
に
つ
い
て
は
、
加
入
期
間
ご
と
に

各
実
施
機
関
（
年
金
機
構
・
国
家
公

務
員
共
済
等
）が
決
定
・
支
払
い

・
障
害
等
の
年
金
に
つ
い
て
は
、
初

診
日
又
は
死
亡
日
に
加
入
し
て
い
た

実
施
機
関
が
年
金
額
を
計
算
し
、
決

定
・
支
払
い

◆
そ
の
他

・
年
金
額
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

百
円
単
位
か
ら
一
円
単
位
に
変
更

問
合
せ

　

　
宇
和
島
年
金
事
務
所 
お
客
様
相
談
室

　
℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
５
６
９

　
町
民
課 

℡
７
２
―

７
３
０
０

今
月
の
社
会
保
険
・

　
年
金
一
日
相
談
（
予
約
制
）

 

○
10
月
16
日（
金
）

　 

10
時
〜
15
時
30
分

　 

（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）

問
合
せ

　
宇
和
島
年
金
事
務
所

　
お
客
様
相
談
室

　
℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
５
６
９

　
電
話
受
付
対
応
時
間

　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

※
両
日
と
も
雨
天
決
行（
荒
天

中
止
）

参
加
料
　
５
０
０
円（
中
学
生

以
下
は
無
料
）、
弁
当
・
飲
み

物
・
雨
具
等
は
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

問
合
せ

　

　
内
海
公
民
館 

℡
８
５
―

１
０
２
１
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福
祉
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

■
保
健
福
祉
課
か
ら

高
齢
者
共
同
住
宅
等
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

■
高
齢
者
支
援
課
か
ら

住宅名称及び所在地 構造 間取り 月額家賃

愛南町城辺ふれあい住宅（2号室）
城辺甲2366番地

木造2階建て
2LDK

（59.16㎡）
29,000円

※入居には連帯保証人が2名必要で、敷金は月額家賃の3か月分、共益費は別途必要です。

　なお、入居まで多少時間のかかる場合もあります。

　
現
在
、
空
室
と
な
っ
て
い
る
城
辺
高
齢
者
共
同
住
宅
及
び
内
海
高
齢
者
生

活
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
65
歳
以

上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
で
生
活
に
不
安
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
方
に
安
心
し

て
生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
施
設
で
す
。

申
込
受
付
期
間
　
10
月
８
日（
木
）〜
19
日（
月
） 

※
申
込
用
紙
は
高
齢
者
支
援
課
及
び
各
支
所
に
あ
り
ま
す
。 

 
 

　
施
設
の
見
学
を
希
望
さ
れ
る
方
、
募
集
に
関
す
る
詳
し
い
こ
と
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

募
集
の
概
要

名
　
称

城
辺
高
齢
者
共
同
住
宅

内
海
高
齢
者
生
活
福
祉
セ
ン
タ
ー

入
居
募
集
数

１
人
世
帯
用

１
室

１
人
世
帯
用

１
室

入
居
費
用

及
び
使
用
料

月
額
　
　
　
　 

１
５
，０
０
０
円

月
額
２
，０
０
０
円
〜（
入
居
者
の

年
間
収
入
額
か
ら
算
定
）

敷
金

２
か
月
分
の
使
用
料
に
相
当
す
る

額

３
か
月
分
の
使
用
料
に
相
当
す
る

額

個
人
負
担

食
事
費
用
　
　 

１
８
，０
０
０
円

電
気
使
用
料
　
　
　
実
費
負
担

共
同
施
設
の
維
持
・
運
営
に
要
す

る
費
用
　
　
　 

　
２
，０
０
０
円

食
事
費
用
　
　
実
費
負
担（
自
炊
）

電
気
使
用
料
　
　
　
　
実
費
負
担

入
居
要
件

愛
南
町
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

生
活
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
収
入
等
が
あ
り
、
所
定
の
入
居
費

用
が
負
担
で
き
る
こ
と
。

自
己
で
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

共
同
生
活
に
適
応
で
き
る
こ
と
。

問
合
せ

高
齢
者
支
援
課 

℡
７
２
―
７
３
２
５

内
海
支
所 

℡
８
５
―

０
３
１
１

　
現
在
、
空
室
と
な
っ
て
い
る
福
祉
住
宅
の
入
居
者

を
募
集
し
ま
す
。

福
祉
住
宅
の
概
要（
上
表
の
と
お
り
）

申
込
受
付
期
間
　
10
月
８
日（
木
）〜
19
日（
月
）

入
居
者
資
格
　

（
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。）

　
⑴
愛
南
町
内
に
引
き
続
き
２
年
以
上
住
所
を
有
す

る
こ
と
。

　
⑵
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
こ
と
。

　
⑶
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
70
歳
以
上
の
高
齢
者
の

み
の
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

　
⑷
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
20
歳
以
上
の
同
居
者
の

い
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

　
⑸
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
に
記

載
さ
れ
て
い
る
身
体
上
の
障
害
が
１
級
若
し
く

は
２
級
の
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑹
自
立
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
世

帯
で
あ
る
こ
と
。

　
⑺
入
居
申
込
者
全
員
に
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ

と
。

　
⑻
入
居
し
よ
う
と
す
る
方
全
員
が
暴
力
団
員
（
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
第
２
条
第
６
号
の
規
定
に
よ
る
）
で
な

い
こ
と
。

　
⑼
入
居
者
の
人
数
は
、
２
人
程
度
の
世
帯
で
あ
る

こ
と
。

申
込
み
　
城
辺
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
各
支
所
で

入
居
の
申
込
手
続
き
が
行
え
ま
す
。

問
合
せ

　
保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２
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福浦小学校で開催された昨年の

アンサンブルコンサートの様子

文
化
芸
術
体
験
事
業

「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
開
催
し
ま
す

■
生
涯
学
習
課
か
ら

全
国
道
路
・
街
路
交
通
情
勢
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

■
建
設
課
か
ら

『
あ
い
な
ん
減
災
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
in
久
良
』
を
開
催
し
ま
す

■
防
災
対
策
課
か
ら

平
成
27
年
度
愛
南
町
戦
没
者
追
悼
式
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

■
保
健
福
祉
課
か
ら

「
貝
殻
ア
ク
セ
サ
リ
ー
作
り
」

に
参
加
し
ま
せ
ん
か

■
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

　
愛
南
町
で
は
、
「
文
化
芸
術
に
よ

る
子
ど
も
の
育
成
事
業
（
巡
回
公
演

事
業
）
」
の
一
環
で
、
本
町
出
身
の

コ
ン
ト
ラ
バ
ス
奏
者
吉
本
宗し

ゅ
う
じ司
さ
ん

を
招
き
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
サ
ー

ト
を
開
催
し
ま
す
。

　
一
般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
程
　
10
月
16
日（
金
）  

　
一
本
松
交
流
促
進
セ
ン
タ
ー
　
午
前

　
内
海
中
学
校
体
育
館
　
午
後

※
時
間
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

入
場
料
　
無
料

　
ま
た
、
翌

日（
17
日
）に

は
御
荘
文
化

セ
ン
タ
ー
で

「
第
７
回
愛

南
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
コ
ン
サ

ー
ト
」
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

チ
ケ
ッ
ト
の
購
入
方
法
等
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
生
涯
学
習
課 

℡
７
３
―

１
１
１
１

　
国
土
交
通
省
で
は
、
９
月
か
ら
11

月
に
か
け
て
、
自
動
車
の
使
わ
れ
方

な
ど
を
調
べ
る
「
全
国
道
路
・
街
路

交
通
情
勢
調
査
（
自
動
車
起
終
点
調

査
）」
を
実
施
し
ま
す
。

　
自
動
車
起
終
点
調
査
は
、
自
動
車

を
保
有
す
る
事
業
者
や
個
人
を
無

作
為
に
選
定
し
、
自
動
車
の
利
用
実

態
に
つ
い
て
お
答
え
い
た
だ
く
調
査

で
す
。
調
査
結
果
は
、
道
路
の
計
画

や
管
理
な
ど
に
つ
い
て
の
基
礎
と
な

る
重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。
調
査

の
主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

問
合
せ

　
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

 

℡
０
１
２
０
―

９
４
６
―

２
１
１

※
受
付
時
間
　
９
時
〜
18
時

　（
日
曜
祝
祭
日
を
除
く
。）

　
愛
媛
大
学
防
災
情
報
研
究
セ
ン

タ
ー
が
文
部
科
学
省
の
委
託
を
受
け

て
本
町
で
実
施
し
て
い
る
「
地
域
防

災
対
策
支
援
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

事
業
の
一
環
で
、
自
発
的
な
減
災
意

識
の
醸
成
を
目
的
と
し
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
次
の
日
程
で
開
催
し
ま

す
。

日
時
　
10
月
11
日（
日
） 

14
時
〜
16
時

場
所
　
久
良
公
民
館

問
合
せ

　
防
災
対
策
課 

℡
７
２
―

０
１
３
１

　
戦
没
者
を
追
悼
し
、
恒
久
の
平
和

を
祈
念
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り

「
愛
南
町
戦
没
者
追
悼
式
」
を
行
い

ま
す
。
ご
遺
族
の
方
々
や
町
民
の
皆

様
の
ご
参
列
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時
　
10
月
22
日（
木
） 

11
時
〜
12
時

場
所
　
御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー

問
合
せ

　
保
健
福
祉
課

　 

℡
７
２
―

１
２
１
２

　
愛
南
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
推

進
協
議
会
で
は
、「
貝
殻
を
使
っ
た
ア

ク
セ
サ
リ
ー
作
り
」
の
参
加
者
を
募

集
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
　
10
月
24
日（
土
） 

10
時
〜

場
所
　
農
家
民
宿

　
　
　「
花
ご
よ
み
」（
城
辺
甲
）

定
員
　
10
名
（
先
着
順
）
※
５
名
未

満
の
場
合
は
中
止
し
ま
す
。

体
験
料
　
１
人
　
１
，０
０
０
円

申
込
締
切
日
　
10
月
19
日（
月
）

問
合
せ

　
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー 

℡
７
２
―

７
３
１
１


